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１．背景 － 制度実現の大幅遅延 

（1） UPC協定（ Agreement on a Unified Patent Court ）：欧州統一特許制度と統一特許裁判所制度を実現させる協定。 

 協定発効には、独、英、仏（ UPC協定署名の前年において最も欧州特許が多い3ヵ国）を含む13ヵ国の批准が必要。 

（2） PAP議定書（Protocol to the Agreement on a UPC on provisional application）：円滑な移行を確実にするための準備として、 UPC協定を暫定適用する議定書であり、
 UPC協定より先に発効させる必要がある。議定書発効には、 UPC協定自体の批准とは別に、13ヵ国の批准が必要。 

（3） 制度実現の遅延：2012年末に制度の創設の合意がなされて以来、 UPC協定の発効が待たれていた。 
※英のEU離脱による影響の見極め、独でのUPC協定の批准に対する憲法上の異議を申し立てる訴訟のため、制度の実現が大幅に遅れていた。 

２．最近の動向 － 実現に向け前進 

（1） イギリスの不参加 

・ 2020年7月、英が正式にUPC制度参加を取り下げ。これにより、最も欧州特許が多い3ヵ国は、独、仏、伊になるが、仏および伊を含む16ヵ国が批准済。 

 ・ UPC協定発効のため、残るは独の批准のみ。 

 ・ 統一特許裁判所中央部（UPC central division）の所在地は当所、パリ、ミュンヘン、ロンドンとされていたが、ロンドンは所在地から外れる。 
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欧州統一特許（European patent with unitary effect）  ：参加国全域で単一的保護を与える特許。 

統一特許裁判所（Unified Patent Court: UPC）  ：欧州統一特許と従来型の欧州特許に関する訴訟の専属管轄となる裁判所。 
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